
1 

 

資源循環農場・公園の運営管理に係る調査検討業務委託に関する 

公募型プロポーザル実施要綱 

 

 資源循環農場・公園の運営管理に係る調査検討業務委託に関する公募型プロポーザルの

実施については、この実施要綱に定めるとおりとする。 

 

１ 委託業務の内容 

「資源循環農場・公園の運営管理に係る調査検討業務委託仕様書」のとおりとする。 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

 

３ 委託費の限度額 

  ２４，７９８，８４０円を上限額とする。 

※ 本業務の契約締結に係る上限額（消費税及び地方消費税相当額を含む）であり、予

定価格はこの範囲内で別途算定する。 

 

４ 参加資格 

 企画提案書を提出できる者は、（１）から（７）までに掲げる条件を全て満たす者とす

る。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない

こと。 

（２）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号。以下「財務規則」という。）第９

１条の規定により、県の一般競争入札に参加させないこととされた者ではないこと。 

（３）公示日から提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要

綱（平成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けて

いない者であること。 

（４）提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４

月１日付け入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けている者でないこと。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立て、会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は破産法（平

成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でない

こと。 

（６）法人税、法人（都道府）県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべ

き税金を滞納していない者であること。 

（７）本プロポーザルに複数の企業で参加する場合には、次に掲げる全ての要件を満たし
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ていること。 

ア 全ての構成員が前記（１）から（６）の要件を満たしていること。 

イ 各構成員は、他の構成員として又は単独で本プロポーザルに参加していないこと。 

 

５ スケジュール 

 内 容 日 程 

プロポーザル公告 令和７年４月３０日（水） 

質問受付期間 令和７年４月３０日（水） 

     ～５月８日（木）１７時００分（必着） 

質問への回答 令和７年５月１２日（月）１７時００分までに回答 

プロポーザル参加申込書提出期限 令和７年５月１４日（水）１７時００分（必着） 

企画提案書等提出期限 

※対象：８（１）表 No.１～No.６ 

令和７年５月２１日（水）１７時００分（必着） 

プレゼンテーション審査 令和７年５月２８日（水）～５月３０日（金） 

             のいずれか半日（予定） 

※結果は６月４日（水）１７時００分までに通知 

契約締結 結果通知後、速やかに締結 

 

６ 質問事項の受付及び回答 

 本件について、質問を以下のとおり受け付ける。 

（１）質問方法 

 様式１「質問票」に記入の上、電子メールで提出すること。送信後、電話で到達確

認を行うこと。 

送信先 a3100-04@pref.saitama.lg.jp 

  メールの件名 資源循環農場・公園の運営管理に係る調査検討業務委託に係る 

         質問（法人名） 

  電話番号 ０４８－８３０－３１０８（直通） 

  ※埼玉県環境部資源循環推進課資源循環工場・循環型社会推進担当あて 

（２）回答方法 

 質問に対する回答は、質問を行った法人名等を伏せた上で、県ホームページで公表

する。 

公表ページ：https://www.pref.saitama.lg.jp//a0507/sigenjunkan_r7itaku.html 

（３）受付期間等 

受付期間：令和７年４月３０日（水）から５月８日（木）１７時００分まで 

回答期限：令和７年５月１２日（月）１７時００分までに回答 
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７ プロポーザル参加申込書の受付 

 本プロポーザルに参加を希望する場合は、様式２「参加申込書」を提出すること。 

  参加申込書の提出のない者からの企画提案は受け付けない。 

（１）提出方法 

 電子メールで提出すること。送信後、電話で到達確認を行うこと。 

送信先 a3100-04@pref.saitama.lg.jp 

メールの件名 資源循環農場・公園の運営管理に係る調査検討業務委託に関する 

公募型プロポーザル参加申込（法人名） 

電話番号 ０４８－８３０－３１０８（直通） 

※埼玉県環境部資源循環推進課資源循環工場・循環型社会推進担当あて 

（２）提出期限 

 令和７年５月１４日（水）１７時００分（必着） 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類及び提出部数 

 企画提案に当たっては以下の書類を提出すること。 

№ 提出書類 提出部数 

１ 
企画提案書（様式自由） 

※企画提案書の作成に当たっては、「企画提案書作成要領」を参照すること。 
１部 

２ 

見積書（様式自由） 

※見積金額については、提案内容を実現するために必要な全ての費用を 

積算し、記載すること。また、「資源循環農場・公園の運営管理に係る調

査検討業務委託仕様書 ６業務内容」を参考に、可能な限り詳細な経費内

訳を記載すること。 

１部 

３ 

業務実施体制表（様式自由） 

 業務に従事する者について、責任者、担当者の別や、所属、役職及び氏

名、主な業務実績及び資格並びに担当する業務等について、指示命令系統

や責任の所在が分かるように記載すること。 

１部 

４ 
プロポーザル参加資格に関する誓約書（様式３） 

※複数の企業により参加する場合は、全ての構成員が提出すること。 
１部 

５ 
会社概要（会社案内、パンフレット等） 

※複数の企業により参加する場合は、全ての構成員が提出すること。 
１部 

６ 
【複数の企業により参加する場合のみ】 

構成員一覧表（様式４）及び委任状（様式５） 
各１部 
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（２）提出方法等 

ア 提出方法 

（ア）原則として電子データで提出すること。電子データの送付方法は、プロポーザ

ル参加申込書を提出した者に別途案内する。 

（イ）電子データでの提出ができない書類は、持参又は郵送によること。郵送による

場合は配達状況が確認できる方法によること。 

（ウ）持参による提出は、開庁日の８時３０分から１７時１５分まで受け付ける。 

イ 提出期限 

令和７年５月２１日（水）１７時００分（必着） 

ウ 提出先 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

埼玉県環境部資源循環推進課資源循環工場・循環型社会推進担当 

電話番号 ０４８－８３０－３１０８ 

エ その他 

（ア）企画提案書等の提出は、１者につき１提案に限る。 

（イ）企画提案書等の提出後はその内容を変更することはできない。 

（ウ）提出された企画提案書等は返却しない。 

（エ）提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用しない。ただし、埼玉県情報公

開条例（平成１２年埼玉県条例第７７号）に基づき公文書開示請求がなされた場合

はこの限りではない。 

（オ）企画提案書等の作成及び提出に係る経費は、提案者の負担とする。 

 

９ 委託候補者の決定方法 

 委託先の選定に当たっては、「資源循環農場・公園の運営管理に係る調査検討業務委託

公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）」が以下の方法で提案内

容を総合的に審査し、委託候補者を選定する。 

 

（１）審査方法 

ア オンライン（Microsoft Teams）によるプレゼンテーション審査を実施する。企画提

案書等に基づき、特に重視する点、強調する点等を説明すること。 

イ プレゼンテーション審査において、資料を追加することはできない。 

ウ プレゼンテーション時間は２０分間、質疑時間２０分間程度の計４０分間程度とす

る。 

エ プレゼンテーション審査に参加しない者は、契約先候補者に選定しないものとする。

ただし、複数の企業で参加する場合は、その代表となる者が参加すればよい。 

オ プレゼンテーションにおいては、本業務のプロジェクトマネージャー又はプロジェ
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クト構成員として従事する予定の者が、説明及び質疑に対する回答を行うこと。  

カ プレゼンテーションにおける説明者は３名以下とする。 

キ プレゼンテーション審査は、令和７年５月２８日（水）から５月３０日（金）のい

ずれかの日に実施する予定。詳細については、後日、通知する。 

ク 審査項目、配点は次のとおりとする。 

審査項目 
配点 

(内訳) 

１ 委託業務実施における基本方針 １０ 

２ 実施体制及び実績 ２０ 

３ 業務内容に関する提案 ６０ 

 

(1) 農場・公園の運営方針についての調査、検討 (２０) 

(2) 農場・公園の活用についての調査、検討 (２０) 

(3) 将来的な農場・公園の活用に関する調査、検討 (２０) 

４ 見積額 １０ 

  

（２）委託候補者の決定 

ア 県は、提出された企画提案書等に基づき、本業務の遂行能力等を総合的に審査し、

評価が最も高かった提案者を委託候補者に決定する。ただし、その者が著しく社会的

信用を損なう等により、本業務を委託するにふさわしくないと認められるときは、次

順位の者を委託候補者として選定する。 

イ 企画提案書等を提出した者が１者のときは、審査委員会が提案内容を総合的に審査

し、本業務の委託先として適当であると認めた場合に、当該企画提案書等を提出した

者を委託候補者として決定する。 

 

１０ 契約の相手方の決定方法 

（１）県は、委託候補者と業務履行に必要な具体的な協議を行い、協議が整った場合は、

委託候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容を精査の上、随意契約による業

務委託契約を締結する。 

（２）見積額については、企画提案時からの増額は認めない。 

（３）委託候補者の辞退や協議が整わない場合及び当該委託候補者が業務委託契約を締結

するまでの間に、４に定める条件に該当しなくなった場合は、当該委託候補者に対し

てその資格を取り消す旨の通知をした後、評価が二番目に高かった者を新たに委託候

補者とし、改めて協議を行う。新たな委託候補者が辞退等した場合は、次に評価が高

かった者を新たに委託候補者とし、協議を行う。 

（４）契約締結までの間に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３



6 

 

月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けた場合には、契約し

ないことがある。 

 

１１ 企画提案書等の情報公開 

（１）契約締結後、契約の相手方となる企画提案者の名称、審査結果概要等の情報公開を

行う。 

（２）県民等からの情報公開の請求に応じて、契約の相手方となる企画提案書等の情報公

開を行う場合がある。 

 

１２ 公募型プロポーザルの変更、停止、中止及び取り消し 

（１）緊急、やむを得ない理由等により、本要綱のとおりに公募型プロポーザルを実施す

ることができないと認められる場合は、本プロポーザルを変更、停止、中止又は取り

消すことがある。 

（２）上記の場合において、本プロポーザルに要した費用を県に請求することはできない。 

 

１３ その他 

（１）契約の相手方は、この契約の締結と同時に契約金額の１００分の１以上を乗じた額

を契約保証金として納付するものとする。ただし、財務規則第８１条第２項の規定に

該当する場合は、免除する。 

（２）提出書類等に虚偽がある場合は、失格とする。 

（３）本プロポーザルに係る一連の手続き及び契約等に関する手続において使用する言語

及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 

１４ 問合せ先 

   埼玉県環境部資源循環推進課 資源循環工場・循環型社会推進担当 

   電話番号 ０４８－８３０－３１０８ 

   電子メール a3100-04@pref.saitama.lg.jp 


